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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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鹿児島県告示第607号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する予定である。

令和７年10月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 保安林予定森林の所在場所

垂水市牛根麓字大礒4318番４，4318番６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は，択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び垂水

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第608号

土地改良事業県営農業用河川工作物等応急対策（農業用用排水施設整備）亀銅地区の工事は，

令和７年８月25日に完了した。

令和７年10月10日

鹿 児 島 県 公 報
令和７年10月10日（金）第659号
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鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第609号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により，次のとおり道路の区域を変更

した。

なお，区域を表示した図面は，令和７年10月10日から２週間，鹿児島県土木部道路維持課に

おいて一般の縦覧に供する。

令和７年10月10日

鹿児島県知事 塩田康一

道路 変更
敷地の幅員 敷地の延長

の 路 線 名 変 更 の 区 間 前後
（メートル） （メートル）

種類 の別

県道 鹿児島蒲生線 鹿児島市岡之原町835番１ 前 11.4～19.3 198.4

地先から同市宮之浦町1335 後 11.4～26.4 198.2

番１地先まで 後 10.6～38.0 224.8

大隅地域振興局告示第34号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和７年10月10日

大隅地域振興局長 坂脇健一

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

グループホーム 鹿屋市札元一丁 株式会社友知開 鹿屋市寿一丁目 松脇 政友 令 和 ７ 年 共 同 生 活

こはる 目24－33ピュア 発 ３番21号 1 0月１日 援 助

ル１ 101号室

令和７年度ふぐ処理師試験公告

ふぐの取扱いの規制に関する条例（昭和35年鹿児島県条例第22号）第10条第１項の規定によ

り，令和７年度ふぐ処理師試験を次のとおり実施する。

令和７年10月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 試験の日時

令和８年２月５日（木）午前10時から午後５時まで

２ 試験の場所

かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町14－50）

３ 試験の方法及び試験科目

試験は，筆記試験及び実地試験の方法により，次に掲げる科目について行う。ただし，食

品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23号）別表第17第１号ロに定める者で，試験科目の

免除を願い出た者については，試験科目のうち水産食品の衛生に関する知識を免除する。

 筆記試験

ア 水産食品の衛生に関する知識

イ ふぐに関する一般知識

 実地試験

ふぐの処理及び鑑別に関する実技

４ 受験資格

制限はない。

公 告
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５ 試験手数料

13,500円

６ 受験手続

 提出書類等

ア 所定の受験願書

イ 写真（出願前６月以内に撮影した脱帽正面上半身像の縦４センチメートル，横３セン

チメートルのもので，裏面に氏名を自書したもの）

ウ 試験科目の免除を願い出る者にあっては，食品衛生法施行規則別表第17第１号ロに定

める者であることを証明する書類

 提出書類等の提出先

受験希望者の居住地を管轄する各保健所（鹿児島市又は県外に居住する者にあっては，

鹿児島県保健福祉部生活衛生課（鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号890－8577））

なお，郵送の場合は，封筒の表面に「ふぐ処理師試験受験願書在中」と朱書し，書留郵

便とすること。

 試験手数料の納付方法

受験願書提出の際，鹿児島県収入証紙により納付すること（鹿児島県収入証紙は消印し

ないこと。）。

なお，提出書類等を受理した後は，試験手数料は返還しない。

７ 提出書類等の受付期間

令和７年10月28日（火）から同年11月７日（金）までのそれぞれの日（県の休日を除く。）

の午前８時30分から午後５時15分までとする。

なお，郵送の場合は，令和７年11月７日の消印のあるものまで受け付ける。

８ 受験願書の用紙の交付

受験願書の用紙は，鹿児島県保健福祉部生活衛生課及び県の各保健所において交付する。

なお，同用紙を郵便により請求するときは，宛先及び郵便番号を明記し，110円分の切手

を貼った返信用封筒を同封すること。

９ 合格者の発表

合格者に対し郵送により合格証を交付するとともに，合格者の受験番号を鹿児島県のホー

ムページ（https://www.pref.kagoshima.jp/）において掲示する。

10 その他

試験に関する照会は，鹿児島県保健福祉部生活衛生課（電話099－286－2788）又は県の各

保健所に対して行うこと。

…………………………………………………

落札者等の公告

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

令和７年10月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

航空灯火配光測定装置 一式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県出納局管財課調達係

鹿児島市鴨池新町10番１号

３ 落札者を決定した日

令和７年８月５日

４ 落札者の氏名及び住所

株式会社南日本電設

鹿児島市下荒田二丁目38番17号

５ 落札金額

44,550,000円

６ 特定調達契約の相手方を決定した手続
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一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

令和７年６月20日

…………………………………………………

落札者等の公告

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

令和７年10月10日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

空港用化学消防車 １台

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県出納局管財課調達係

鹿児島市鴨池新町10番１号

３ 落札者を決定した日

令和７年８月７日

４ 落札者の氏名及び住所

帝國纎維株式会社

東京都中央区日本橋二丁目５番１号

５ 落札金額

248,600,000円

６ 特定調達契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

令和７年６月24日

監査委員公表第12号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した令和７年度の定期

監査（前期）の結果について，同条第９項の規定により，別冊のとおり公表する。

令和７年10月10日

鹿児島県監査委員 松 薗 英 昭

同 大 薗 豊

同 小 園 しげよし

同 ふくし山ノブスケ

監査委員公表第13号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した令和７年度の定期

監査（県立病院局）の結果について，同条第９項の規定により，別冊のとおり公表する。

令和７年10月10日

鹿児島県監査委員 松 薗 英 昭

同 大 薗 豊

同 小 園 しげよし

同 ふくし山ノブスケ

監査委員公表第14号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した令和７年度の定期

監査（工業用水道部）の結果について，同条第９項の規定により，別冊のとおり公表する。

令和７年10月10日

鹿児島県監査委員 松 薗 英 昭

監 査 委 員 公 表
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同 大 薗 豊

同 小 園 しげよし

同 ふくし山ノブスケ

監査委員公表第15号

令和７年３月28日付けで公表した包括外部監査の結果に基づき，令和７年８月５日付け財第

50号で鹿児島県知事から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第252条の38第６項の規定により，別冊のとおり公表する。

令和７年10月10日

鹿児島県監査委員 松 薗 英 昭

同 大 薗 豊

同 小 園 しげよし

同 ふくし山ノブスケ


